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那
須
の
伝
説　

那
須
町
制
65
周
年
記
念

第
17
回
那
須
九
尾
ま
つ
り

児
童
発
達
支
援
等
の
利
用
者
負
担
の
無
償
化
の
お
知
ら
せ

３
歳
か
ら
５
歳
ま
で
の
障
が
い
の
あ

る
子
ど
も
た
ち
の
た
め
の
児
童
発
達
支

援
等
の
利
用
者
負
担
が
、
10
月
１
日
か

ら
無
償
化
さ
れ
ま
す
。

▼
無
料
と
な
る
サ
ー
ビ
ス
　

児
童
発
達
支
援
、
医
療
型
児
童
発
達

支
援
、
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支

援
、
保
育
所
等
訪
問
支
援
、
福
祉
型

障
害
児
入
所
施
設
、
医
療
型
障
害
児

入
所
施
設

▼
対
　
象　

無
償
化
の
対
象
と
な
る
期

間
は
、
満
３
歳
に
な
っ
て
初
め
て
の

４
月
１
日
か
ら
３
年
間
で
す
。

※
利
用
者
負
担
以
外
の
費
用
（
医
療
費

や
、
食
費
等
の
現
在
実
費
で
負
担
し
て

い
る
も
の
）
は
引
き
続
き
お
支
払
い
い

た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

※
幼
稚
園
、
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園

と
、
前
記
サ
ー
ビ
ス
の
両
方
を
利
用
す

る
場
合
は
、
両
方
と
も
無
償
化
の
対
象

と
な
り
ま
す
。

※
無
償
化
に
あ
た
り
、
新
た
な
手
続
き

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
利
用
す
る
障
が
い

児
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
に
、
年
齢
を
伝
え

る
な
ど
し
て
無
償
化
対
象
で
あ
る
こ
と

を
事
前
に
お
伝
え
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　

保
健
福
祉
課
障
が
い
者
福

祉
係　

☎
72 

６
９
１
７

恒
例
と
な
り
ま
し
た
「
那
須
九
尾
ま

つ
り
」
。
今
年
も
九
尾
に
ち
な
ん
だ
楽

し
い
催
し
物
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
模

擬
店
も
多
数
出
店
し
ま
す
。

ぜ
ひ
、
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼
日
　
時　

９
月
29
日
㈰
午
前
10
時
〜

午
後
３
時

▼
内
　
容　

白
面
金
毛
九
尾
狐
太
鼓
の

演
奏
、
九
尾
よ
さ
こ
い
、
き
ゅ
ー
び

ー
く
じ
、
九
尾
絵
画
作
品
展
、
九
尾

ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
、
九
尾
み
こ
し
、

町
制
65
周
年
記
念
特
別
ス
テ
ー
ジ
等

▼
場
　
所　

余
笹
川
ふ
れ
あ
い
公
園

※
当
日
会
場
内
に
は
駐
車
場
が
あ
り
ま

せ
ん
の
で
、
臨
時
駐
車
場
・
無
料
シ
ャ

ト
ル
バ
ス
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
な

お
、
台
数
に
限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
、

乗
り
あ
わ
せ
で
お
越
し
い
た
だ
く
か
、

黒
田
原
駅
か
ら
も
無
料
シ
ャ
ト
ル
バ
ス

が
出
て
い
ま
す
の
で
、
電
車
を
ご
利
用

い
た
だ
き
ま
す
よ
う
ご
協
力
お
願
い
し

ま
す
。

▼
問
合
せ　

那
須
九
尾
ま
つ
り
実
行
委

員
会
事
務
局
（
町
観
光
商
工
課
内
）

☎
72 

６
９
1
8

10月1日から3歳から5歳までの幼稚園、保育園、認定こども園などを利用する
お子さんの保育料が無償化されます。
※０歳から２歳までの住民税非課税世帯のお子さんも対象になります。
※ご家庭の環境やお子さんの年齢によって内容が異なります。
■共働き家庭やひとり親で働いている家庭などの3～5歳の子ども
幼稚園の預かり保育や認可外保育施設などを利用する場合は、町から「保育の必要性の認定」を受けることで
無償化の対象となります。

※１　幼稚園と認定こども園（1号）は満3歳になってから、保育園と認定こども園（2号）は満3歳になった後の
4月1日から無償化の対象となります。

※２　満3歳児の住民税課税世帯の預かり保育は無償化の対象外です。
■専業主婦（夫）家庭などの3～5歳の子ども

■0～2歳までの住民税非課税世帯の子ども

■問合せ　こども未来課保育係　☎72-6959

保育料無償化のお知らせ

保育園、幼稚園、認定こども園、就学前
の障害児の発達支援

幼稚園、認定こども園（1号）の預かり
保育

認可外保育施設や一時預かり事業、病
児保育事業、ファミリーサポート事業

無償※１　（幼稚園は月額25,700円を上限として無償）

日額450円×利用日数が無償（月額11,300円を上限として無償）
満3歳の住民税非課税世帯は月額16,300円を上限として無償※２

保育園、認定こども園、就学前の障害
児の発達支援

認可外保育施設や一時預かり事業、病
児保育事業、ファミリーサポート事業

無償

月額42,000円を上限として無償

月額37,000円を上限として無償

幼稚園、認定こども園（1号）、就学前の
障害児の発達支援 無償（幼稚園は月額25,700円を上限として無償）

9月29日
㈰


